
平成 28 年 労働安全衛生調査（実態調査） 

 

■ 集計・推計方法 

産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。 

 

■ 利活用事例 

労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合

的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的

な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第６条において策定

することが定められ、昭和 33年から１次５か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労

働安全衛生調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛

生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査

の結果が参考とされた。 

   今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策と

の関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。 


